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(57)【要約】
【課題】流通の作用に耐えることのできる耐久性および
触覚性のあるマーキングを提供すること
【解決手段】
　１つ以上のレリーフ構造体の形態をした少なくとも１
つの耐久性のある触覚性マーキング（１６）を有するセ
キュリティデバイスが提供される。１つ以上のレリーフ
構造体は、弾性的に変形可能なレリーフ構造体、比較的
耐圧縮性のレリーフ構造体およびそれらの組み合わせの
群から選択されたものである。セキュリティドキュメン
トおよび非セキュリティドキュメント、またはラベルの
製造に使用するのに適した、少なくとも１つの耐久性の
ある触覚性マーキングを有するファイバー状または非フ
ァイバー状シート材料（１０）も提供される。触覚性マ
ーキングは、シート材料の表面に直接張り付けられるか
、またはシート材料の表面に取り付けられるか、および
／またはシート材料の内部に少なくとも部分的に埋め込
まれた上記セキュリティデバイスによって提供される。
耐久性のある触覚性マーキングは、セキュリティドキュ
メントまたは非セキュリティドキュメントもしくはラベ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性的に変形可能なレリーフ構造体、比較的耐圧縮性のレリーフ構造体、およびそれら
の組み合わせの群から選択された１つ以上のレリーフ構造体を備える、耐久性および触覚
性のあるマーキングであって、前記耐久性および触覚性のあるマーキングは、シート材料
の表面または基板の表面に直接張り付けられており、次に、シート材料の表面に取り付け
られ、および／またはシート材料の内部に少なくとも部分的に埋め込まれている、耐久性
のある触覚性マーキング。
【請求項２】
　１つ以上の弾性的に変形可能なレリーフ構造体を備える、請求項１に記載の耐久性のあ
る触覚性マーキング。
【請求項３】
　前記１つ以上の弾性的に変形可能なレリーフ構造体は、少なくとも約５０のデュロメー
タ００（ショア００）の硬度、約１００未満のデュロメータＡ（ショアＡ）の硬度、およ
び約０.３～約１３.８メガパスカルのヤング率を有する、請求項２に記載の耐久性のある
触覚性マーキング。
【請求項４】
　前記１つ以上の弾性的に変形可能なレリーフ構造体は、熱可塑性ポリウレタンレリーフ
構造体である、請求項３に記載の耐久性のある触覚性マーキング。
【請求項５】
　１つ以上の比較的耐圧縮性のレリーフ構造体を備える、請求項１に記載の耐久性のある
触覚性マーキング。
【請求項６】
　前記１つ以上の比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、少なくとも約８０のデュロメータ
Ａ（ショアＡ）の硬度、および約３.４～約１７３メガパスカルのヤング率を有する、請
求項５に記載の耐久性のある触覚性マーキング。
【請求項７】
　前記１つ以上の比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、熱硬化性ウレタン－アクリレート
レリーフ構造体である、請求項６に記載の耐久性のある触覚性マーキング。
【請求項８】
　基板と、この基板の少なくとも１つの表面に位置する少なくとも１つの耐久性のある触
覚性マーキングとを備え、前記少なくとも１つの耐久性のある触覚性マーキングは、１つ
以上のレリーフ構造体の形態をしており、前記１つ以上のレリーフ構造体は、弾性的に変
形可能なレリーフ構造体、比較的耐圧縮性のレリーフ構造体、およびそれらの組み合わせ
の群から選択されたものである、セキュリティデバイス。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの耐久性のある触覚性マーキングは、１つ以上の弾性的に変形可能
なレリーフ構造体の形態となっている、請求項８に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１０】
　前記１つ以上の弾性的に変形可能なレリーフ構造体は、少なくとも約５０のデュロメー
タ００（ショア００）の硬度、約１００未満のデュロメータＡ（ショアＡ）の硬度、およ
び約０.３～約１３.８メガパスカルのヤング率を有する、請求項９に記載のセキュリティ
デバイス。
【請求項１１】
　前記１つ以上の弾性的に変形可能なレリーフ構造体は、熱可塑性ポリウレタンレリーフ
構造体である、請求項１０に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの耐久性のある触覚性マーキングは、１つ以上の比較的耐圧縮性の
レリーフ構造体の形態をしている、請求項８に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１３】
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　前記１つ以上の比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、少なくとも約８０のデュロメータ
Ａ（ショアＡ）の硬度、および約３.４～約１７３メガパスカルのヤング率を有する、請
求項１２に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１４】
　前記１つ以上の比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、熱硬化性ウレタン－アクリレート
レリーフ構造体である、請求項１３に記載の耐久性のある触覚性マーキング。
【請求項１５】
　前記１つ以上のレリーフ構造体は、１つ以上の視覚的に明らかな、および／またはマシ
ンで検出可能なセキュリティ特徴部と一体か、または組み合わされている、請求項８に記
載のセキュリティデバイス。
【請求項１６】
　前記１つ以上の視覚的に明らかな、および／またはマシンで検出可能なセキュリティ特
徴部は、磁気セキュリティ特徴部、メタルまたはメタリックセキュリティ特徴部およびそ
れらの組み合わせの群から選択されたものである、請求項１５に記載のセキュリティデバ
イス。
【請求項１７】
　前記１つ以上の視覚的に明らかな、および／またはマシンで検出可能なセキュリティ特
徴部は、マイクロオプティックセキュリティ特徴部であり、このマイクロオプティックセ
キュリティ特徴部は、画像アイコンの配置と画像アイコン合焦要素の配置とを備え、前記
画像アイコン合焦要素の配置は、前記画像アイコンの少なくとも一部の少なくとも１つの
合成的に拡大された画像を形成するように、前記画像アイコン合焦要素の少なくとも一部
に対する十分な距離に前記画像アイコンの配置に対して配置されている、請求項１５に記
載のセキュリティデバイス。
【請求項１８】
　前記１つ以上のレリーフ構造体は、前記画像アイコン合焦要素の前記配置に直接位置す
るか、前記画像アイコンの配置に直接位置するか、前記画像アイコン合焦要素の前記配置
および前記画像アイコンの前記配置の双方に直接位置する、請求項１７に記載のセキュリ
ティデバイス。
【請求項１９】
　対向する両面を有し、１つ以上のレリーフ構造体の形態をした少なくとも１つの耐久性
のある触覚性マーキングを備え、前記１つ以上のレリーフ構造体は、弾性的に変形可能な
レリーフ構造体、比較的耐圧縮性のレリーフ構造体、およびそれらの組み合わせの群から
選択されたものであるシート材料。
【請求項２０】
　前記１つ以上のレリーフ構造体は、前記シート材料の一方の表面または両面に位置する
、請求項１９に記載のシート材料。
【請求項２１】
　シート材料の表面に取り付けられるか、および／またはシート材料の内部に少なくとも
部分的に埋め込まれた１つ以上のセキュリティデバイスを備え、前記１つ以上のセキュリ
ティデバイスは、基板と、この基板の少なくとも１つの表面に位置する少なくとも１つの
耐久性および触覚性のあるマーキングとを備え、前記少なくとも１つの耐久性および触覚
性のあるマーキングは、１つ以上のレリーフ構造体の形態をしており、前記１つ以上のレ
リーフ構造体は、弾性的に変形可能なレリーフ構造体、比較的耐圧縮性のレリーフ構造体
、およびそれらの組み合わせの群から選択されたものである、請求項１９記載のシート材
料。
【請求項２２】
　請求項１９記載の前記シート材料から製造されたドキュメント。
【請求項２３】
　銀行券、債権、小切手、トラベラーズチェック、ＩＤカード、くじ券、パスポート、郵
便切手および株式証券の群から選択されたセキュリティドキュメントを備える、請求項２
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２記載のドキュメント。
【請求項２４】
　銀行券を備える、請求項２３記載のドキュメント。
【請求項２５】
　非セキュリティドキュメントを備える、請求項２２記載のドキュメント。
【請求項２６】
　ラベルを備える、請求項２５記載のドキュメント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、本明細書で全体を参考例として援用する、２００８年１０月１７日に出願され
た米国仮特許出願第61/196,469号に基づく優先権を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、一般的には、ドキュメントまたはラベル上、またはその内部で使用するため
の耐久性および触覚性のあるマーキングに関するものであり、より詳細には、１つ以上の
弾性的に変形可能なレリーフ（盛り上がった）構造体および／または１つ以上の比較的耐
圧縮性のあるレリーフ構造体の形態をした、耐久性および触覚性のあるマーキングに関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　機能的な視覚がほとんどまたは全くない人にとって、銀行券のようなセキュリティドキ
ュメントの額面または識別を判断することは困難である。従って、かかる視覚障害者は、
かかるドキュメントの額面を判断したり識別するため、別の手段、例えば、当該特定ドキ
ュメント用に設計されたポータブルリーダーに頼らなければならない。
【０００４】
　過去において、ドキュメントに一体的な、識別をするための別の手段を設けることによ
って、この問題を解決しようとする試みがいくつかなされている。例えば、１９９７年に
発行されたオランダの１０ギルダー札は、札の短いエッジに沿って一連のエンボス加工さ
れたシェブロンパターンを有しており、他方、カナダの銀行券は、額面を表示するように
働くお札の表面の上部右側コーナーに位置する一連の盛り上がったドットを有している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　不幸なことに、これらエンボス部は十分な耐久性がなく、一旦銀行券が流通すると、エ
ンボス部はすぐに永続的に潰された状態となるので、触覚性がなくなる。
【０００６】
　従って、流通の作用に耐えることのできる耐久性および触覚性のあるマーキングが求め
られている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、弾性的に変形可能なレリーフ構造体、比較的耐圧縮性のレリーフ構造体、お
よびこれらの組み合わせの群から選択された１つ以上のレリーフ構造体の形態をした、耐
久性および触覚性のあるマーキングを設けることにより、このニーズを満たすものである
。
【０００８】
　一実施形態では、１つ以上のレリーフ構造体が弾性的に変形可能なレリーフ構造体であ
る。本明細書で使用する「弾性的に変形可能な」なる用語は、圧縮力を除くとレリーフ構
造体が元の形状に実質的に復帰することを意味する。
【０００９】
　本発明の弾性的に変形可能なレリーフ構造体は、少なくとも約５０のデュロメータ００
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（ショア００）の硬度、またはデュロメータＡ（ショアＡ）のスケールに切り換えた場合
、約１００未満（より好ましくは約３０～約１００未満のショアＡ、および最も好ましく
は約５０～約８０のショアＡ）の硬度、および約０.３～約１３.８メガパスカル（ＭＰａ
）（５０～２０００ｐｓｉ）（より好ましくは約０.６～約１０.３ＭＰａ（１００～１５
００ｐｓｉ）、および最も好ましくは約１.０～約３.４ＭＰａ（１５０～５００ｐｓｉ）
）のヤング率を有する実質的に透明またはクリアなレリーフ構造体であることが好ましい
。
【００１０】
　より好ましくは、実質的に透明またはクリアな弾性的の変形可能なレリーフ構造体は、
熱可塑性ポリウレタンレリーフ構造体である。
【００１１】
　別の実施形態では、１つ以上のレリーフ構造体は、比較的耐圧縮性のレリーフ構造体で
ある。本明細書で使用する「比較的耐圧縮性」なる用語は、レリーフ構造体が圧縮に耐え
、圧縮力を受けても元の形状を実質的に維持することを意味する。
【００１２】
　本発明の比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、少なくとも約８０のデュロメータＡ（シ
ョアＡ）の硬度および約３.４～約１７３ＭＰａ（５００～２５０００ｐｓｉ）（より好
ましくは約７.０～約１０３.４ＭＰａ（１０００～１５０００ｐｓｉ）、最も好ましくは
約１３.８～約４８.２ＭＰａ（２０００～７０００ｐｓｉ））のヤング率を有する、実質
的に透明またはクリアなレリーフ構造体であることが好ましい。
【００１３】
　本発明の実質的に透明またはクリアな、比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、熱硬化性
ウレタン－アクリレートレリーフ構造体であることがより好ましい。
【００１４】
　本発明は、上記耐久性および触覚性のあるマーキングのうちの１つを含む、例えば、ス
トリップまたはバンド、スレッド、またはパッチの形態をしたセキュリティデバイスも提
供する。
【００１５】
　本発明は、セキュリティドキュメントおよび非セキュリティドキュメント、またはラベ
ルの製造に使用するのに適した、少なくとも１つの耐久性のある触覚性マーキングを有す
るファイバー状または非ファイバー状シート材料を有し、触覚性マーキングは、シート材
料の表面に直接張り付けられているか、またはシート材料の表面に取り付けられているか
、または少なくとも部分的にシート材料内に埋め込まれている上記セキュリティデバイス
によって提供される、ファイバー状または非ファイバー状シート材料も更に提供する。
【００１６】
　本発明によれば、上記ファイバー状または非ファイバー状シート材料から製造されるド
キュメントも提供される。これらドキュメントは、セキュリティドキュメント、例えば、
銀行券、債権、小切手、トラベラーズチェック、ＩＤカード、くじ券、パスポート、郵便
切手および株式証券だけでなく、非セキュリティドキュメント、例えば、ラベルも含む。
【００１７】
　当業者であれば、次の詳細な説明および添付図面から、本発明のその他の特徴および利
点が明らかとなろう。特に定義しない限り、本明細書で使用するすべての科学技術用語は
、本発明が属す技術の当業者に共通して理解されている意味と同じ意味とを有する。本明
細書に記載するすべての刊行物、特許出願、特許およびその他の参考例は、それら全体を
参考例として援用する。矛盾する場合、定義を含む本明細書が基準となる。更に、材料、
方法および例は、単に説明のためのものであり、限定的なものではない。
【００１８】
　添付図面を参照すれば、本開示をより良好に理解できよう。図中、同じ参照番号は対応
する部品を示し、図内の部品は必ずしも実寸どおりではなく、本開示の原理を明瞭に示す
際に強調したものである。図面に関連して実施形態を開示するが、本開示を、本明細書に
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開示する実施形態だけに限定する意図はない。むしろ逆に、すべての代替例、変更例およ
び均等物をカバーする。
　添付図面を参照し、以下、開示する発明の特別な特徴について説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明のファイバー状シート材料の一実施形態の拡大側横断面略図であり、シー
ト材料は、このシート材料に完全に埋め込まれたスレッドの形態をした、本発明のセキュ
リティデバイスの一実施形態を有し、デバイス上の耐久性および触覚性のあるマーキング
をシート材料の両面から触覚的に識別できるようになっている。
【図２】（Ａ）－（Ｃ）触覚性のあるマーキングがマイクロオプティックフィルム構造体
の片面または両面に位置するマイクロオプティックフィルム構造体の形態をした、本発明
のセキュリティスレッドの別の実施形態の側横断面図である。
【図３】（Ａ）－（Ｅ）耐久性および触覚性のあるマーキングを有する、本発明のセキュ
リティスレッドの別の実施形態の前方または上部表面の平面図である。数字１００を示す
盛り上がった標準的点字コードおよび盛り上がった数字１００から構成、（図３（Ａ）参
照）、数字１００を示す点字セルのフルブロックに基づく盛り上がったコードおよび盛り
上がった数字１００から構成、（図３（Ｂ）参照）、数字１００を示す盛り上がったムー
ンコードから構成、（図３（Ｃ）参照）、一連の一定間隔の盛り上がったラインから構成
され、各盛り上がったラインは、セキュリティスレッドの全幅にわたって延びている、（
図３（Ｄ）参照）、盛り上がったラインの一定間隔のペアのパターンから構成され、各盛
り上がったラインは、セキュリティスレッドの全幅にわたって延びている、（図３（Ｅ）
参照）。
【図４】内部に部分的に埋め込まれた従来技術のセキュリティスレッドを有し、更に内部
に完全に埋め込まれた本発明のセキュリティスレッドの一実施形態を有し、完全に埋め込
まれたスレッドの耐久性および触覚性のあるマーキングは、シート材料の両面から触覚的
に識別できるようになっている、本発明のファイバー状シート材料の一実施形態の前方ま
たは上部表面の平面図である。
【図５】（Ａ）本発明のファイバー状シート材料の別の実施形態の前方または上部表面の
平面図であって、シート材料は、スレッドの両面にて、触覚性マーキングと他のセキュリ
ティ特徴部（例えば、光学的に変化できるセキュリティ特徴部）とを組み合わせる、本発
明のセキュリティスレッドの一実施形態を使用しており、シート材料の上部表面上のクリ
アに定義されたウィンドー内で他のセキュリティ特徴部を見ることができ、この表面では
触覚性マーキングをある程度触覚性に識別可能となっている。一方図５（Ｂ）は触覚性マ
ーキングをシート材料の表面でより広範囲に渡って、触覚的に識別できるようになってい
る、図５（Ａ）に示されたシート材料の背面または下部表面の平面図である。
【図６】本発明のファイバー状シート材料の更に別の実施形態の上部表面の平面図であり
、シート材料は本発明のセキュリティスレッドの別の実施形態を使用しており、本発明の
セキュリティスレッドは、スレッドの同じ表面で触覚性マーキングと他のセキュリティ特
徴部を組み合わせ、シート材料の上部表面上のクリアに定義されたウィンドー内で別のセ
キュリティ特徴部を見ることができ、他方、上部表面から触覚性マーキングを触覚的に識
別でき、更にシート材料の下部表面からはあまり識別できないようになっている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明によって提供される耐久性および触覚性のあるマーキングは、セキュリティまた
は非セキュリティドキュメント、もしくはラベルのタイプおよび／または価値に関する情
報を視覚障害者に提供するように働く。ドキュメントまたはラベルの両面で触覚的にアク
セス可能なこれら耐久性および触覚性のあるマーキングは、これらドキュメントを取り扱
う際に、視覚障害のあるユーザーを意識的または無意識にアシストすることのできる任意
の形状、形態またはパターンをとることができる。例として、これら耐久性および触覚性
のあるマーキングは、盛り上がったドットの単純な線状に配置または局所的なパターン、
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畝および／またはライン、もしくはより複雑な標準的な点字パターン、点字セル（６ドッ
ト）のフルブロックのみに基づくパターン、エンボス加工されたリーディングのムーンシ
ステムに基づくパターン、または同等物とすることができる。
【００２１】
　上記のように、本明細書に記載する触覚性マーキングは、弾性変形可能、または比較的
耐圧縮性のいずれかとすることができる。何回も使用するドキュメント、例えば、銀行券
の上またはその内部で使用されるとき、これら触覚性マーキングは流通作用に耐えること
ができ、これらマーキングはこれらドキュメントのタイプおよび／または価値を識別する
ための手段を視覚障害者に提供し続けることを保証するものである。
【００２２】
　以下、本発明の異なる実施形態を示す図面を参照し、本発明について詳細に説明する。
【００２３】
　次に図１を参照する。本発明のファイバー状シート材料の一実施例の全体が番号１０で
示されている。ファイバー状シート材料１０内にはセキュリティデバイス１２が完全に埋
め込まれており、このセキュリティデバイス１２は基本的には基板１４と、複数の弾性的
に変形可能な、および／または比較的耐圧縮性のレリーフ構造体１８の形態をした、耐久
性および触覚性のあるマーキング１６とを備え、これらレリーフ構造体１８は、基板１４
の一方の表面に位置し、ファイバー状シート材料１０の両面で触覚的に識別可能となって
いる。後に容易に理解できるように、シート材料の両面でこれらレリーフ構造体にアクセ
ス可能な場合には、ファイバー状シート材料１０の内部での本発明のデバイス１２の配向
は重要ではなく、このことは、表面に張り付けられたセキュリティデバイスよりも際立っ
た利点となっている。
【００２４】
　耐久性および触覚性のあるマーキング１６を２つ以上使用するとき、これらマーキング
は同じでもよいし、または異なっていてもよく、基板１４の片面または両面に位置してい
てもよい。触覚性マーキング１６は、基板１４の両面に位置するとき、これらマーキング
は互いに整合していてもよいし、整合していなくてもよい。
【００２５】
　セキュリティデバイス１２は、視覚的に明らかな、および／または機械で検出可能／読
み取り可能な１つ以上のセキュリティ特徴部、コーティングまたは層を別個の特徴部また
は一体的な特徴部として更に含むことができるが、この場合、かかる追加されるセキュリ
ティ特徴部、コーティングまたは層が、耐久性および触覚性のあるマーキングの触覚的認
識を妨害しないことを条件とする。想到される追加セキュリティ特徴部、コーティングま
たは層として、ルミネッセント、カラーシフト、磁気、金属または金属的、非金属的導電
性、およびマイクロオプティックセキュリティ特徴部、シーリングまたは隠蔽層、外側保
護層およびセキュリティドキュメントもしくは非セキュリティドキュメント内またはその
上部への、デバイス１２の合体を容易にする接着層が挙げられるが、これらだけに限定さ
れない。
【００２６】
　かかる一実施形態では、セキュリティデバイス１２は、耐久性のある触覚性マーキング
１６に一体化されているか、または組み合わされた金属および／または磁気セキュリティ
特徴部（例えば、文字、数字または記号の形態をした金属および／または磁気グラフィッ
クインデックス）を有するフィルム材料である。例えば、金属および／または磁気グラフ
ィックインデックスを含む表面と反対の基板１４の表面に、耐久性のある触覚性マーキン
グ１６を置いてもよいし、または金属および／または磁気グラフィックインデックスと同
じ表面上のフリーエリア、すなわち占有されていないエリアにマーキング１６を置いても
よいし、またはグラフィックインデックスの少なくとも一部に直接マーキングを置いても
よい。グラフィックインデックスの少なくとも一部に直接置くとき、触覚性マーキング１
６は実質的に透明またはクリアであることが好ましい。
【００２７】
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　図２（Ａ）～２（Ｃ）に示されるように、かかる別の実施形態では、セキュリティデバ
イス１２は、耐久性のある触覚性マーキング１６とマイクロオプティックセキュリティ特
徴部とを一体化する、または組み合わせる合成画像を投影するためのマイクロオプティッ
クフィルム材料となっている。合成画像を投影するためのマイクロオプティックフィルム
材料は、既知であり、一般に（ａ）光透過性ポリマー基板２０と、（ｂ）ポリマー基板２
０の上または内部に位置する画像アイコン２２の配置と、（ｃ）画像アイコン合焦要素（
例えば、マイクロレンズ）２４の配置とを含む。アイコン配置２２およびマイクロレンズ
配置２４は、マイクロレンズの配置を通してアイコンの配置を見たときに、１つ以上の合
成画像が投影されるように構成される。これら投影画像は、異なる多数の光学的効果を呈
することができる。スティーンブリック他に付与された米国特許第7,333,268号、スティ
ーンブリック他に付与された米国特許第7,468,842号、スティーンブリック他を発明者と
する米国公開特許出願第2008/0037131号、コマンダー他を発明者とする国際公開特許出願
第WO2005/106601A2号、およびカウレ他を発明者とする国際公開特許出願第WO2007/076952
A2号、カウレ他を発明者とする国際公開特許出願第WO2009/000527号、カウレ他を発明者
とする国際公開特許出願第WO2009/000528号、カウレ他を発明者とする国際公開特許出願
第WO2009/000529号、カウレを発明者とする国際公開特許出願第WO2009/000530号には、か
かるフィルム材料が記載されている。
【００２８】
　この実施形態では、図２（Ａ）に最良に示されるようにマイクロレンズの配置２４上に
直接少なくとも１つの耐久性および触覚性のあるマーキング１６を位置させてもよいし、
図２（Ｂ）に最良に示されるようにアイコン配置２２に直接配置されてもよいし、図２（
Ｃ）に最良に示されるようにフィルム材料の両面に直接位置させてもよい。
【００２９】
　本発明の目的には必要ではないが、セキュリティデバイス１２の基板１４はポリエステ
ル、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリビニールカーボ
ネート、塩化ポリビニリデンおよびそれらの組み合わせを含むが、これらのみに限定され
ない群から選択された、光透過性であって基本的には無色のポリマーフィルムであること
が好ましい。基板１４に使用されるポリマーフィルムの厚さは、約１２～約２６ミクロン
であることが好ましい（約３～約１７ミクロンであることがより好ましい）。
【００３０】
　想到される実施形態では、基板１４は、別のコーティングの付着性を改善するように表
面処理されたポリエステルフィルムである。付着性が強化されるように表面処理されたポ
リエステル膜は、デュポン社、三菱化学ＵＳＡ社、ニュロールＳｐＡ、東レを含む多数の
メーカーから入手できる。
【００３１】
　上記のように、耐久性および触覚性のあるマーキング１６は、セキュリティドキュメン
トまたはラベル、および非セキュリティドキュメントまたはラベルの双方を取り扱う際に
、視覚に障害のあるユーザーを助けることができる任意の形状、フォームまたはパターン
をとることができる。例えば、図３に最良に示されるように、触覚性のあるマーキング１
６は、図３（Ａ）に示されるように、数字表示と組み合わされた標準的な点字パターン、
図３（Ｂ）に示されるように、数字表示と組み合わされた点字セル（６ドット）のフルブ
ロックのみに基づくパターン、図３（Ｃ）に示されるように、エンボス加工されたリーデ
ィングのムーンシステムに基づくパターン、図３（Ｄ）に示されるように、一定の間隔で
盛り上がったラインを使用するパターン、または図３（Ｅ）に示されるように、一定の間
隔のペアの盛り上がったラインのパターンの形態をとり得る。
【００３２】
　耐久性および触覚性のあるマーキング１６内の各レリーフ構造は、約２５０ミクロン未
満の好ましいレリーフを有する。より好ましい実施形態では、各レリーフ構造は、約６０
～約２４０ミクロンの範囲、最も好ましくは約８０～約２００ミクロンの範囲のレリーフ
を有する。
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【００３３】
　エラストマー材料、例えば、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチ
レン、ポリウレタン、合成ゴム（例えば、ブナ、ネオプレン）またはその他の任意の弾性
材料を使って、弾性的に変形可能なレリーフ構造体を形成できる。
【００３４】
　上記のように、好ましい実施形態では、弾性的に変形可能なレリーフ構造体は、少なく
とも約５０のデュロメータ００（ショア００）の硬度、または約１００未満（より好まし
くは約３０～約１００のショアＡ、および最も好ましくは約５０～約８０のショアＡ）の
デュロメータＡ（ショアＡ）の硬度、および約０.３～約１３.８メガパスカル（ＭＰａ）
（５０～２０００ｐｓｉ）（より好ましくは約０.６～約１０.３ＭＰａ（１００～１５０
０ｐｓｉ）、および最も好ましくは約１.０～約３.４ＭＰａ（１５０～５００ｐｓｉ））
のヤング率を有する実質的に透明またはクリアな構造体である。
【００３５】
　これまでにも述べたように、より好ましい実施形態では、実質的に透明またはクリアな
レリーフ構造体は、熱可塑性ポリウレタンレリーフ構造体である。これら構造体を形成す
るのに使用するのに適したポリウレタン材料は、ドイツ国レーベルクッセンのバイエルマ
テリアルサイエンスＡＧから入手できるポリウレタン樹脂である。
【００３６】
　アクリル、アクリル化ポリエステル、アクリル化ウレタン、ポリエステル、ポリプロピ
レンおよびウレタンを含むが、これらに限定されない、実質的に透明またはクリアな放射
線硬化性樹脂を使用して、比較的耐圧縮性のレリーフ構造体を形成できる。
【００３７】
　上記のように、好ましい実施形態では、比較的耐圧縮性のレリーフ構造体が、少なくと
も約８０のデュロメータＡ（ショアＡ）の硬度および約３.４～約１７３ＭＰａ（５００
～２５０００ｐｓｉ）（より好ましくは約７.０～約１０３.４ＭＰａ（１０００～１５０
００ｐｓｉ）、最も好ましくは約１３.８～約４８.２ＭＰａ（２０００～７０００ｐｓｉ
））のヤング率を有する、実質的に透明またはクリアな構造体である。
【００３８】
　より好ましい実施形態では、実質的に透明またはクリアなレリーフ構造体は、熱硬化性
ウレタン－アクリレートレリーフ構造体である。これら構造体を形成する際に使用に適し
たＵＶ硬化性ウレタン－アクリレート樹脂組成物は、製品表示Ｕ１０７としてロード（Ｌ
ｏｒｄ）コーポレーションから入手可能である。
【００３９】
　上記エラストマーおよび放射線硬化性材料は、他の添加物を含むことが好ましく、これ
ら添加物の一部は視覚的にアクセス可能か、またはマシンで検出可能／読み出し可能なセ
キュリティ特徴部として機能し得る。想到される添加物として、ＵＶ吸収剤、ルミネッセ
ンス材料（例えば、リン光、蛍光、バイオルミネッセンス材料）、カラーシフト、磁気、
金属またはメタリック、非メタリック導電性材料およびこれらの組み合わせが挙げられる
が、これらだけに限定されない。
【００４０】
　想到される実施形態では、エラストマーまたは放射線硬化性材料は、有効な量の蛍光顔
料粒子を含む。
【００４１】
　本発明のセキュリティデバイス１２は、弾性的に変形可能な触覚性マーキングを使用す
るときには、下記の３つの技術を含む多数の技術のうちの１つを使用して調製できる。
【００４２】
　第１の技術は、ラミネートされたシート（基板１４にラミネートされたエラストマーシ
ート（例えば、ポリエステルウェブにラミネートされたポリウレタンシート））および並
置状態に配置され、反対方向に回転する高温ローラーと低温ローラーとを使用する技術で
ある。低温ローラーは、約２５０ミクロン未満の深さまでクロスマシン方向に一表面（好
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ましくは非付着性表面）内にグラビア加工された触覚性マーキング１６の１つ以上のパタ
ーンを有し、各パターンの幅は、約０.０５～約２.５ｍｍの範囲であることが好ましい。
かかるクロスマシンのグラビアは、ローラーの周辺回りに延びるか、または例えば、通貨
の額面を区別するように繰り返しパターンで離間させてもよい。高温ローラー（例えば、
ステンレススチールもしくはゴム製のローラー）は、エラストマーを軟化させる温度に設
定される。
【００４３】
　運転中２つのローラーの間にラミネートされたシートが通過され、エラストマーシート
は軟化され、低温ローラーによってパターンを形成されやすくなり、よってその結果、触
覚性マーキング１６が形成される。
【００４４】
　上記技術に類似する第２の技術は、溶融状態のエラストマーおよびラミネートされたシ
ートの代わりに、例えば、ポリエステルウェブの形態をした基板１４を使用する。ここで
、反対方向に回転する高温ローラーと低温ローラーの間のギャップに、溶融状態のエラス
トマーがディスペンスされ、溶融状態のエラストマーは、ローラー間を通過する際に低温
ローラーのリセスからポリエステルウェブ上にキャストされ、この結果、触覚性マーキン
グ１６が形成される。
【００４５】
　第３の技術は、２ステージプロセスを使用するものであり、このプロセスでは並置され
た反対方向に回転するローラー（例えば、スチールアンビルと、パターンが形成された回
転ダイ）の第１ペアの間に（シリコーンライナーと共に）エラストマーシートが通過され
、このローラーの間で複数のレリーフ構造体を形成するように、エラストマーシートにパ
ターンが形成される。次に、パターンが形成されたシートは、反対方向に回転するローラ
ー（例えば、パターンが形成された高温転写ダイと、ゴム圧縮シリンダー）の第２のペア
通過し、ここでシートは基板１４（例えば、ポリエステルウェブ）に接触する。ここで、
セレクトレリーフ構造体は、ポリエステルウェブに移され、よって触覚性マーキング１６
が形成される。
【００４６】
　本発明のセキュリティデバイス１２は、比較的耐圧縮性の触覚性マーキングを使用する
ときには、放射線硬化キャスティング方法を使って調製することが好ましい。かかるプロ
セスでは、グラビアシリンダー（例えば、ステンレススチールまたはニッケルメッキまた
は金メッキされたグラビアシリンダー）の表面に、触覚性マーキング１６のパターンがグ
ラビア加工されており、このグラビア加工されたシリンダーは、回転タイプのプリントプ
レスに置かれている。
【００４７】
　作動時に、上部面（好ましくは接着性を強化するように表面処理された上部面）を有す
る基板フィルム１４が、キャストステーションを通過するように連続的に前進される。キ
ャストステーションから基板フィルム１４の上部面に放射線硬化性流体樹脂状材料が連続
的にキャストされる。次に、この結果得られたキャストコーティングされたフィルムが、
グラビア加工されたグラビアシリンダーに接触させられ、このシリンダーに押し付けられ
、樹脂状材料はシリンダー上の凹状エリア内に移動し、このエリアを満たし、この結果、
触覚性マーキング１６が形成される。フィルムはシリンダーと接触する間、樹脂を硬化す
るように働く放射線（例えば、紫外光または電子ビーム照射）を受けるので、樹脂は触覚
性マーキング１６の形状を維持する。フィルムが前進するにつれ、触覚性マーキング１６
はシリンダー上の凹状エリアからきれいに分離する。
【００４８】
　フィルム構造体は、一旦調製されると、任意の形状またはサイズにカットされるか、ま
たはスリットを設けることができる。想到される実施形態では、細いスレッドとなるよう
にフィルムがスリット加工される。これらスレッドは、幅が少なくとも０.８ｍｍ、好ま
しくは約１～約５ｍｍ、または６または８ｍｍであることが好ましい。
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【００４９】
　製紙業界で一般に利用される技術により、製造中、ファイバー状シート材料、例えばセ
キュリティペーパー内にセキュリティスレッドの形態をしたセキュリティデバイス１２を
少なくとも部分的に混入させることができる。例えば、本発明のセキュリティスレッドは
、米国特許第4,534,398号が教示するように、ファイバーが合体せず、柔軟な間に湿潤状
態のペーパーファイバー内に、本発明のセキュリティスレッドを圧入し、この結果、スレ
ッド全体が上記加工の結果得られる紙内に埋め込まれることになる。例えば、シリンダー
モールド製紙機械、シリンダーバット機械、または公知のタイプの同様な機械を使用し、
仕上げられた紙（例えば、ウィンドーが設けられた紙）の本体内にスレッドを部分的に埋
め込んでもよい。
【００５０】
　上記の他に、例えば、セキュリティパッチの形態をしたセキュリティデバイス１２を、
製造中または製造後にファイバー状または非ファイバー状シート材料の表面に取り付けて
もよい。デバイスの表面に感圧性接着剤を塗布し、シート材料の表面にデバイスを押し付
ける技術、およびデバイスの表面に感熱性接着剤を塗布し、熱転写技術を使ってデバイス
を材料の表面に張り付ける技術を含む任意の数の公知の技術によってデバイスの取り付け
を行うことができる。
【００５１】
　図４では、本発明のファイバー状シート材料の別の実施形態を示すのに、参照番号２６
が使用されている。図示するように、ファイバー状シート材料２６は、内部に部分的に埋
め込まれた従来技術のセキュリティスレッド２８および内部に全体が埋め込まれた本発明
のセキュリティスレッド１２の一実施形態を有し、シート材料の両面からスレッドの耐久
性のある触覚性マーキング１６を触覚的に識別できるようになっている。
【００５２】
　図５では、本発明のファイバー状シート材料の別の実施形態を示すのに、参照番号３０
が使用されている。図示するように、ファイバー状シート材料３０は、内部に部分的に埋
め込まれた本発明のセキュリティスレッド１２の一実施形態を有し、このスレッドは触覚
性マーキング１６と、スレッドの両面にて、別のセキュリティ特徴部３２（例えば、ステ
ィーンブリック外に付与された米国特許第7,333,268号に記載されているような、光学的
に変化するセキュリティ特徴部）とを組み合わせている。図５（Ａ）に最良に示されるよ
うに、シート材料の表面、すなわち上部表面に設けられた、明瞭に定義されたウィンドー
３４内で別のセキュリティ特徴部３２を見ることができ、この表面である程度触覚性マー
キング１６を触覚的に識別できるようになっており、他方、図５（Ｂ）を参照すると、シ
ート材料の裏面すなわち下方表面では、触覚性マーキング１６を、それより大きい程度で
触覚的に認識できるようになっている。
【００５３】
　上記のように、本発明のファイバー状、または非ファイバー状シート材料は、銀行券、
債権、小切手、トラベラーズチェック、ＩＤカード、くじ券、パスポート、郵便切手、株
式証券およびラベルを含むセキュリティドキュメントまたは非セキュリティドキュメント
を作成するのに使用できる。
【００５４】
　図６には、本発明の要旨に従って製造される銀行券の一実施形態が示されており、参照
番号３６で表示されている。ここで、ウィンドーが設けられたセキュリティスレッド１２
は、スレッドの同じ表面にて、触覚性マーキング１６と他のセキュリティ特徴部３８（例
えば、金属インデックス）とを組み合わせており、銀行券の表面にある明瞭に構成された
ウィンドー内４０でメタルインデックス３８を見ることができ、他方、銀行券の両面にて
触覚性マーキング１６を触覚的に識別できるようになっている。
【００５５】
　本発明の触覚性マーキングは圧縮力を除いた後に実質的に元の形状に復帰するか、また
は圧縮力を受けた状態で完全に平坦になることに耐えるかのいずれかであるので、視覚障
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害者がこれらマーキングを用いてドキュメントのタイプおよび／または価値を識別するた
めの信頼できる手段を構成する。
【００５６】
　当業者であれば容易に理解できるように、耐久性のある触覚性マーキング１６を内在す
ることによって生じるシート材料またはシートのスタックのいずれの歪みも最小にするた
めに、中心ラインのどちらの側にも、短い距離だけ、例えば、±６ｍｍの距離だけシート
材料内でセキュリティデバイス１２を振動させてよい。当然ながらこのことは、一般に５
００枚のシートのスタック内でデバイスを横断するような切断および裁断も補助する。
【００５７】
　以上で、本明細書において、本発明のセキュリティデバイス１２の種々の実施形態につ
いて説明したが、これら実施形態は、単なる例として示したにすぎず、発明を限定するた
めに示したものではない。例えば、本明細書に記載した耐久性のある触覚性マーキングは
、セキュリティドキュメント（例えば、銀行券、債権、小切手、トラベラーズチェック、
ＩＤカード、くじ券、パスポート、郵便切手および株式証券）だけでなく、非セキュリテ
ィドキュメント（例えば、ラベル）の製造で使用されるファイバー状または非ファイバー
状シート材料の平面に直接張り付けることができる。従って、本発明の範囲は、これまで
示した実施形態のいずれによっても限定すべきでない。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年4月1日(2010.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弾性的に変形可能なレリーフ構造体、比較的耐圧縮性のレリーフ構造体、およびそれら
の組み合わせの群から選択された１つ以上のレリーフ構造体を備える、耐久性および触覚
性のあるマーキングであって、前記耐久性および触覚性のあるマーキングは、セキュリテ
ィドキュメントおよび非セキュリティドキュメントまたはラベルの製造に使用するための
ファイバー状シート材料の表面または基板の表面に直接張り付けられており、次に、シー
ト材料の表面に取り付けられ、および／またはシート材料の内部に少なくとも部分的に埋
め込まれている、耐久性のある触覚性マーキング。
【請求項２】
　１つ以上の弾性的に変形可能なレリーフ構造体を備える、請求項１に記載の耐久性のあ
る触覚性マーキング。
【請求項３】
　前記１つ以上の弾性的に変形可能なレリーフ構造体は、少なくとも約５０のデュロメー
タ００（ショア００）の硬度、約１００未満のデュロメータＡ（ショアＡ）の硬度、およ
び約０.３～約１３.８メガパスカルのヤング率を有する、請求項２に記載の耐久性のある
触覚性マーキング。
【請求項４】
　前記１つ以上の弾性的に変形可能なレリーフ構造体は、熱可塑性ポリウレタンレリーフ
構造体である、請求項３に記載の耐久性のある触覚性マーキング。
【請求項５】
　１つ以上の比較的耐圧縮性のレリーフ構造体を備える、請求項１に記載の耐久性のある
触覚性マーキング。
【請求項６】
　前記１つ以上の比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、少なくとも約８０のデュロメータ
Ａ（ショアＡ）の硬度、および約３.４～約１７３メガパスカルのヤング率を有する、請
求項５に記載の耐久性のある触覚性マーキング。
【請求項７】
　前記１つ以上の比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、熱硬化性ウレタン－アクリレート
レリーフ構造体である、請求項６に記載の耐久性のある触覚性マーキング。
【請求項８】
　セキュリティドキュメントおよび非セキュリティドキュメントまたはラベルの製造に使
用するためのファイバー状シート材料の表面に取り付けるか、または前記、ファイバー状
シート材料内に少なくとも一部が混入するためのセキュリティデバイスであって、基板と
、この基板の少なくとも１つの表面に位置する少なくとも１つの耐久性のある触覚性マー
キングとを備え、前記少なくとも１つの耐久性のある触覚性マーキングは、１つ以上のレ
リーフ構造体の形態をしており、前記１つ以上のレリーフ構造体は、弾性的に変形可能な
レリーフ構造体、比較的耐圧縮性のレリーフ構造体、およびそれらの組み合わせの群から
選択されたものである、セキュリティデバイス。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの耐久性のある触覚性マーキングは、１つ以上の弾性的に変形可能
なレリーフ構造体の形態となっている、請求項８に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１０】
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　前記１つ以上の弾性的に変形可能なレリーフ構造体は、少なくとも約５０のデュロメー
タ００（ショア００）の硬度、約１００未満のデュロメータＡ（ショアＡ）の硬度、およ
び約０.３～約１３.８メガパスカルのヤング率を有する、請求項９に記載のセキュリティ
デバイス。
【請求項１１】
　前記１つ以上の弾性的に変形可能なレリーフ構造体は、熱可塑性ポリウレタンレリーフ
構造体である、請求項１０に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの耐久性のある触覚性マーキングは、１つ以上の比較的耐圧縮性の
レリーフ構造体の形態をしている、請求項８に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１３】
　前記１つ以上の比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、少なくとも約８０のデュロメータ
Ａ（ショアＡ）の硬度、および約３.４～約１７３メガパスカルのヤング率を有する、請
求項１２に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１４】
　前記１つ以上の比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、熱硬化性ウレタン－アクリレート
レリーフ構造体である、請求項１３に記載の耐久性のある触覚性マーキング。
【請求項１５】
　前記１つ以上のレリーフ構造体は、１つ以上の視覚的に明らかな、および／またはマシ
ンで検出可能なセキュリティ特徴部と一体か、または組み合わされている、請求項８に記
載のセキュリティデバイス。
【請求項１６】
　前記１つ以上の視覚的に明らかな、および／またはマシンで検出可能なセキュリティ特
徴部は、磁気セキュリティ特徴部、メタルまたはメタリックセキュリティ特徴部およびそ
れらの組み合わせの群から選択されたものである、請求項１５に記載のセキュリティデバ
イス。
【請求項１７】
　前記１つ以上の視覚的に明らかな、および／またはマシンで検出可能なセキュリティ特
徴部は、マイクロオプティックセキュリティ特徴部であり、このマイクロオプティックセ
キュリティ特徴部は、画像アイコンの配置と画像アイコン合焦要素の配置とを備え、前記
画像アイコン合焦要素の配置は、前記画像アイコンの少なくとも一部の少なくとも１つの
合成的に拡大された画像を形成するように、前記画像アイコン合焦要素の少なくとも一部
に対する十分な距離に前記画像アイコンの配置に対して配置されている、請求項１５に記
載のセキュリティデバイス。
【請求項１８】
　前記１つ以上のレリーフ構造体は、前記画像アイコン合焦要素の前記配置に直接位置す
るか、前記画像アイコンの配置に直接位置するか、前記画像アイコン合焦要素の前記配置
および前記画像アイコンの前記配置の双方に直接位置する、請求項１７に記載のセキュリ
ティデバイス。
【請求項１９】
　対向する両面を有し、
セキュリティドキュメントおよび非セキュリティドキュメントまたはラベルの製造に使用
するためのファイバー状シート材料であって、１つ以上のレリーフ構造体の形態をした少
なくとも１つの耐久性のある触覚性マーキングを備え、前記１つ以上のレリーフ構造体は
、弾性的に変形可能なレリーフ構造体、比較的耐圧縮性のレリーフ構造体、およびそれら
の組み合わせの群から選択されたものであるファイバー状シート材料。
【請求項２０】
　前記１つ以上のレリーフ構造体は、前記シート材料の一方の表面または両面に位置する
、請求項１９に記載のファイバー状シート材料。
【請求項２１】
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　ファイバー状シート材料の表面に取り付けられるか、および／またはファイバー状シー
ト材料の内部に少なくとも部分的に埋め込まれた１つ以上のセキュリティデバイスを備え
、前記１つ以上のセキュリティデバイスは、基板と、この基板の少なくとも１つの表面に
位置する少なくとも１つの耐久性および触覚性のあるマーキングとを備え、前記少なくと
も１つの耐久性および触覚性のあるマーキングは、１つ以上のレリーフ構造体の形態をし
ており、前記１つ以上のレリーフ構造体は、弾性的に変形可能なレリーフ構造体、比較的
耐圧縮性のレリーフ構造体、およびそれらの組み合わせの群から選択されたものである、
請求項１９記載のファイバー状シート材料。
【請求項２２】
　請求項１９、２０、２１、または２７記載の前記ファイバー状シート材料から製造され
たドキュメント。
【請求項２３】
　銀行券、債権、小切手、トラベラーズチェック、ＩＤカード、くじ券、パスポート、郵
便切手および株式証券の群から選択されたセキュリティドキュメントを備える、請求項２
２記載のドキュメント。
【請求項２４】
　銀行券を備える、請求項２３記載のドキュメント。
【請求項２５】
　非セキュリティドキュメントを備える、請求項２２記載のドキュメント。
【請求項２６】
　ラベルを備える、請求項２５記載のドキュメント。
【請求項２７】
　前記ファイバー状シート材料の両面で前記少なくとも１つの耐久性および触覚性のある
マーキングを触覚により区別できる、請求項１９記載のファイバー状シート材料。
【手続補正書】
【提出日】平成23年7月13日(2011.7.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耐久性および触覚性のあるマーキングがシート材料の表面または基板の表面に直接張り
付けられており、次にシート材料の表面に取りつけられ、および／またはシート材料の内
部に少なくとも部分的に埋め込まれており、前記耐久性および触覚性のあるマーキングは
弾性変形可能なレリーフ構造体、比較的耐圧縮性のレリーフ構造体およびそれらの組合せ
の群から選択された１つ以上のレリーフ構造体を備え、
前記比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は圧縮力を受けるときに元の形を実質的に維持する
、セキュリティおよび非セキュリティドキュメントまたはラベルを製造するためのシート
材料。
【請求項２】
　前記耐久性および触覚性のあるマーキングは１つ以上の弾性的に変形可能なレリーフ構
造を備える、請求項１に記載のシート材料。
【請求項３】
　前記１つ以上の弾性的に変形可能なレリーフ構造体は、少なくとも約５０のデュロメー
タ００（ショア００）の硬度、約１００未満のデュロメータＡ（ショアＡ）の硬度、およ
び約０.３～約１３.８メガパスカルのヤング率を有する、請求項２に記載のシート材料。
【請求項４】
　前記１つ以上の弾性的に変形可能なレリーフ構造体は、熱可塑性ポリウレタンレリーフ
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構造体である、請求項３に記載のシート材料。
【請求項５】
　前記耐久性および触覚性のあるマーキングは１つ以上の比較的耐圧縮性のレリーフ構造
体を備える、請求項１に記載のシート材料。
【請求項６】
　前記１つ以上の比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、少なくとも約８０のデュロメータ
Ａ（ショアＡ）の硬度、および約３.４～約１７３メガパスカルのヤング率を有する、請
求項５に記載のシート材料。
【請求項７】
　前記１つ以上の比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、熱硬化性ウレタン－アクリレート
レリーフ構造体である、請求項６に記載のシート材料。
【請求項８】
　セキュリティドキュメントおよび非セキュリティドキュメントまたはラベルの製造に使
用するためのシート材料の表面に取り付けるか、または前記、シート材料内に少なくとも
一部が混入するためのセキュリティデバイスであって、基板と、この基板の少なくとも１
つの表面に位置する少なくとも１つの耐久性のある触覚性マーキングとを備え、前記少な
くとも１つの耐久性のある触覚性マーキングは、１つ以上のレリーフ構造体の形態をして
おり、前記１つ以上のレリーフ構造体は、弾性的に変形可能なレリーフ構造体、比較的耐
圧縮性のレリーフ構造体、およびそれらの組み合わせの群から選択されたものであり、前
記比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、圧縮力を受けるときに、元の形状を実質的に維持
する、セキュリティデバイス。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの耐久性のある触覚性マーキングは、１つ以上の弾性的に変形可能
なレリーフ構造体の形態となっている、請求項８に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１０】
　前記１つ以上の弾性的に変形可能なレリーフ構造体は、少なくとも約５０のデュロメー
タ００（ショア００）の硬度、約１００未満のデュロメータＡ（ショアＡ）の硬度、およ
び約０.３～約１３.８メガパスカルのヤング率を有する、請求項９に記載のセキュリティ
デバイス。
【請求項１１】
　前記１つ以上の弾性的に変形可能なレリーフ構造体は、熱可塑性ポリウレタンレリーフ
構造体である、請求項１０に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの耐久性のある触覚性マーキングは、１つ以上の比較的耐圧縮性の
レリーフ構造体の形態をしている、請求項８に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１３】
　前記１つ以上の比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、少なくとも約８０のデュロメータ
Ａ（ショアＡ）の硬度、および約３.４～約１７３メガパスカルのヤング率を有する、請
求項１２に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１４】
　前記１つ以上の比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、熱硬化性ウレタン－アクリレート
レリーフ構造体である、請求項１３に記載のセキュリティデバイス。
【請求項１５】
　前記１つ以上のレリーフ構造体は、１つ以上の視覚的に明らかな、および／またはマシ
ンで検出可能なセキュリティ特徴部と一体か、または組み合わされている、請求項８に記
載のセキュリティデバイス。
【請求項１６】
　前記１つ以上の視覚的に明らかな、および／またはマシンで検出可能なセキュリティ特
徴部は、磁気セキュリティ特徴部、メタルまたはメタリックセキュリティ特徴部およびそ
れらの組み合わせの群から選択されたものである、請求項１５に記載のセキュリティデバ
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イス。
【請求項１７】
　前記１つ以上の視覚的に明らかな、および／またはマシンで検出可能なセキュリティ特
徴部は、マイクロオプティックセキュリティ特徴部であり、このマイクロオプティックセ
キュリティ特徴部は、画像アイコンの配置と画像アイコン合焦要素の配置とを備え、前記
画像アイコン合焦要素の配置は、前記画像アイコンの少なくとも一部の少なくとも１つの
合成的に拡大された画像を形成するように、前記画像アイコン合焦要素の少なくとも一部
に対する十分な距離に前記画像アイコンの配置に対して配置されている、請求項１５に記
載のセキュリティデバイス。
【請求項１８】
　前記１つ以上のレリーフ構造体は、前記画像アイコン合焦要素の前記配置に直接位置す
るか、前記画像アイコンの配置に直接位置するか、前記画像アイコン合焦要素の前記配置
および前記画像アイコンの前記配置の双方に直接位置する、請求項１７に記載のセキュリ
ティデバイス。
【請求項１９】
　前記１つ以上のレリーフ構造体は、前記シート材料の一方の表面または両面に位置する
、請求項１に記載のシート材料。
【請求項２０】
　シート材料の表面に取り付けられるか、および／またはシート材料の内部に少なくとも
部分的に埋め込まれた１つ以上のセキュリティデバイスを備え、前記１つ以上のセキュリ
ティデバイスは、基板と、この基板の少なくとも１つの表面に位置する少なくとも１つの
耐久性および触覚性のあるマーキングとを備える、請求項１に記載のシート材料。
【請求項２１】
　請求項１、１９、２０、または２６記載の前記シート材料から製造されたドキュメント
。
【請求項２２】
　銀行券、債権、小切手、トラベラーズチェック、ＩＤカード、くじ券、パスポート、郵
便切手および株式証券の群から選択されたセキュリティドキュメントを備える、請求項２
１記載のドキュメント。
【請求項２３】
　銀行券を含む、請求項２２記載のドキュメント。
【請求項２４】
　非セキュリティドキュメントを含む、請求項２１記載のドキュメント。
【請求項２５】
　ラベルを含む、請求項２４記載のドキュメント。
【請求項２６】
　前記シート材料の両面で前記少なくとも１つの耐久性および触覚性のあるマーキングを
触覚により区別できる、請求項１記載のシート材料。
【請求項２７】
　弾性変形可能なレリーフ構造体、比較的耐圧縮性のレリーフ構造体およびそれらの組み
合わせの群から選択された１つ以上のレリーフ構造体を含む耐久性および触覚性のあるマ
ーキングをシート材料の表面または基板の表面に直接取り付けるステップと、前記基板を
シートの表面に取り付け、および／または前記基板をシート材料の内部に少なくとも部分
的に埋め込むステップとを備え、前記比較的耐圧縮性のレリーフ構造体は、圧力を受ける
ときに、元の形状を実質的に維持する、セキュリティドキュメントおよび非セキュリティ
ドキュメントまたはラベルを作るためのシート材料を製造する方法。
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【要約の続き】
ルのタイプおよび／または価値に関する情報を視覚障害者に提供するように働く。
【選択図】図１


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

